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第

五

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

特

定

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

施

設

等

の

基

準

を

定

め

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

元

年

六

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

特

定

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

施

設

等

の

基

準

を

定

め

る

条

例

 

 
（

趣

旨

）

 
第

一

条
 

こ

の

条

例

は

、

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

六

十

五

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

三

十

条

の

十

一

第

一

項

に

規

定

す

る

施

設

等

利

用

費

を

支

給

す

る

に

当

た

り

、

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

元

年

法

律

第

七

号

。

以

下

「

改

正

法

」

と

い

う

。

）

附

則

第

四

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

、

江

戸

川

区

に

お

け

る

特

定

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

施

設

等

（

法

第

三

十

条

の

十

一

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

施

設

等

を

い

う

。

）

の

基

準

に

つ

い

て

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

基

準

）

 

第

二

条

 

改

正

法

附

則

第

四

条

第

二

項

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

基

準

は

、

江

戸

川

区

規

則

で

定

め

る

。

 

２

 

前

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

施

設

に

つ

い

て

は

、

改

正

法

附

則

第

四

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

。

 

 

一

 

東

京

都

認

証

保

育

所

事

業

実

施

要

綱

（

平

成

十

三

年

五

月

七

日

付

け

十

二

福

子

推

第

千

百

五

十

七

号

）

に

規

定

す

る

基

準

を

満

た

し

、

東

京

都

の

認

証

を

受

け

た

保

育

所

 

 

二

 

江

戸

川

区

保

育

マ

マ

制

度

運

営

要

綱

（

昭

和

四

十

八

年

四

月

一

日

施

行

）

に

基

づ

く

保

育

マ

マ

制

度

に

よ

る

乳

児

の

保

育

を

実

施

す

る

施

設
 

 
 

 

付

 

則
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（

施

行

期

日

）

 

１
 

こ

の

条

例

は

、

令

和

元

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

 

（

こ

の

条

例

の

失

効

）

 

２

 

こ

の

条

例

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

起

算

し

て

五

年

を

経

過

し

た

日

に

、

そ

の

効

力

を

失

う

。
 

   

（

説

明

）

 

 

子

ど

も

・

子

育

て

支

援

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

六

十

五

号

）

の

改

正

を

踏

ま

え

、

幼

児

教

育

及

び

保

育

の

無

償

化

の

実

施

に

当

た

り

、

認

可

外

保

育

施

設

に

つ

い

て

は

、

一

定

の

保

育

の

質

を

求

め

、

保

育

の

質

の

向

上

を

促

す

た

め

、

五

年

間

の

経

過

措

置

期

間

に

限

り

、

子

育

て

の

た

め

の

施

設

等

利

用

給

付

の

対

象

と

す

る

施

設

等

の

基

準

を

条

例

で

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


